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指 定 袋 使 用 資源物

不燃・
有害ごみ

可燃
ごみ

びん
缶 類

ペットボトル

紙
布 類

紙パック

１

大和田（成田街道南側）
村上（3200・3300・3500番台の成田街道南側）
萱田町（成田街道南側）
大和田新田（県道幕張八千代線から東側）
高津（県道幕張八千代線から東側）

５（第１火）
19（第３火）

月
・
水
・
金

木 土
２ 八千代台北 12（第２火）

26（第４火）

３ 八千代台西、八千代台南 ５（第１火）
19（第３火）

４ 八千代台東 12（第２火）
26（第４火）

５ 上高野 ６（第１水）
20（第３水）

火
・
木
・
土

金

月
　
11
日
は
休
み

６ 村上団地 13（第２水）
27（第４水）

７ 村上（新川の東側）、村上南、下市場、
勝田台北

６（第１水）
20（第３水）

８ 神野、保品、下高野、米本、米本団地、堀ノ内
13（第２水）
27（第４水）
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９
村上（成田街道北側で新川西側）、萱田町・萱田・
大和田（成田街道北側から東葉高速線南側）、大和田新田

（300・400・500・700 番台の成田街道北側から
東葉高速線南側）、ゆりのき台1・2丁目

７（第１木）
21（第３木）

月
・
水
・
金

火 土10
高津（県道幕張八千代線から西側）、高津東
大和田新田（100・200 番台の成田街道南側で
県道幕張八千代線から西側）

14（第２木）
28（第４木）

11 高津団地大和田新田（１～99番地の成田街道南側）
７（第１木）
21（第３木）

12
大和田新田（900・1000・1100 番台の成田街道
北側から東葉高速線南側）、緑が丘２～４丁目、
緑が丘西（東葉高速線南側）

14（第２木）
28（第４木）

13 勝田台 １（第１金）
15（第３金）

火
・
木
・
土

水

月
　
11
日
は
休
み

14
勝田台南、勝田、ゆりのき台３～８丁目、麦丸、
萱田町（500番台を除く東葉高速線北側）
萱田（東葉高速線北側）

８（第２金）
22（第４金）

15
萱田町（500番台の東葉高速線北側）、
大和田新田（東葉高速線北側）、吉橋、尾崎
緑が丘１・５丁目、緑が丘西（東葉高速線北側）

１（第１金）
15（第３金）

16 真木野、小池、佐山、平戸、神久保、島田台島田、桑橋、桑納、大学町
８（第２金）
22（第４金）

２
月
の
資
源
物
・
ご
み
収
集
日

不法投棄通報受付専用電話 粗大ごみ受付専用電話
フリーダイヤル（ファクス兼用）
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3
ミ

0
ゼロ

（収集依頼受付・要予約）
483-4506
平日9時〜16時30分
（祝日を除く）

　市では、資源物の回収を行っている自治会やPTA、子ども会などの市民団体に対して、回収した資
源物１kgにつき４円の奨励金を交付しています。団体の活動費に充てることができ、リサイクル意識
の向上や住民同士の交流にもつながります。詳しくはクリーン推進課へ。

◆
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課
（
４
８
３
）１
１
５
１（
代
表
）

ま
た
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
４
８
３
）４
５
２
１
へ

11
日
は
収
集
あ
り

11
日
は
収
集
あ
り

集団資源回収を行う団体を募集しています

確定申告をする人
　各種所得の合計金額から、基礎控除やその他の所得控除を差し引いた額
で計算した税額から、配当控除や年末調整で住宅ローン控除などを差し引
いて残額がある人は、確定申告が必要です。給与所得のある人で、次に該
当する場合も申告してください。
①給与の収入金額が2,000万円を超える人
② 給与を１か所からもらっている人で、給与所得、退職所得を除く各種の
所得の合計金額が20万円を超える人
③ 給与を２か所以上からもらっていて、年末調整をしなかった給与の収
入と、給与所得、退職所得を除く各種の所得の合計金額が20万円を超
える人
④ 同族会社の役員やその親族などで、その会社から貸付金の利子、賃貸
料、使用料などをもらっている人
⑤ 災害減免法により給与について、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受
けた人

公的年金などに係る確定申告
　公的年金などの収入の合計金額が400万円以下で、その全てが源泉徴収
の対象で、それ以外の各種所得の合計金額が20万円以下の場合は、所得
税の確定申告は必要ありません。
　ただし、公的年金支払報告書に記載がない控除の適用を受けたい場合に
は、市民税・県民税の申告が必要なことがあります。

所得税の確定申告に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カードか、マイナンバーが記載された住民票の写し
③運転免許証、パスポートなどの身分証明書
　上記①～③のうち、①または②と③が必要です。
④ 申告書類　申告書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、
千葉西税務署でも入手できます。市役所、支所・連絡所でも配布してい
ますが、数に限りがあります。

国税庁のホームページから申告書などが作成できます
　国税庁のホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で金額などを入力すると、税額などが自動
で計算され、申告書を作成して印刷できます。ま
た、タブレット端末やスマートフォンでも作成で
きます。そのまま税務署に電子申告することも可
能です。電子申告には事前準備が必要です。詳し
くは、e-Taxのホームページをご覧ください。

千葉西税務署へ郵送で提出できます
　千葉西税務署では作成済みの申告書を、郵送でも受け付けています。受
け付け印が押された申告書の控えが必要な人は、記入済みの申告書の控え
（２枚目）と、返信先を書き、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

１．千葉西税務署／２月18日㈪から
　所得税、贈与税、消費税などの確定申告書作成・相談や申告書の配布、
作成済みの申告書の受け付けを行います。公共交通機関の利用を。

■期間　土曜・日曜日を除く２月18日㈪～３月15日㈮。２月24日㈰、３月
３日㈰は開庁しています。
■受付時間　午前８時30分～午後４時（作成済み書類の提出は午後５時）

２．市役所第２別館／２月18日㈪から
　確定申告書作成・相談や作成済みの確定申告書の受け付けなどを行いま
す。会場でのe-Taxによる申告はできません。マイナンバーが確認でき
る書類をお持ちください。申告書作成の相談は、給与収入（特定支出控除
の適用を受ける人を除く）と公的年金収入のみの人に限ります。各日定員
150人です。住宅ローン控除、雑損控除の適用を受ける人、給与、公的年
金等以外の収入がある人は、千葉西税務署で申告してください。
■期間　土曜・日曜日を除く２月18日㈪～３月15日㈮
■受付時間　午前８時30分～午後４時（作成済み書類の提出は午後５時）

３．税理士による無料申告相談
　申告書の作成・相談のほか、小規模事業者の所得
税・復興所得税、消費税、地方消費税や年金受給
者・給与所得者の所得税・復興所得税の申告書を作
成して提出できます。ただし、土地、建物、株式な
どの譲渡所得がある場合などや住宅ローン控除を初
めて適用する場合を除きます。詳しくは千葉西税務
署へ。申告書などの提出のみの受け付けはできません。駐車場はありませ
ん。公共交通機関を利用してください。

会　　場 日　　　時
八千代台東南公共センター ２月１日㈮・４日㈪

午前９時30分～正午・午後１時～３時

勝田台文化センター　　　 ２月６日㈬・７日㈭
午前９時30分～正午・午後１時～３時

お問い合わせは千葉西税務署 043-274-2111（代表）
〒262-8502　千葉市花見川区武石町1-520

　会場が混雑しているときは、待ち時間が長くなる場合
や受け付けを早めに締め切る場合があります。

所得税の確定申告
申告会場

至京葉道路「武石IC」

千葉西法人会

地
下
歩
道

千葉西青色申告会千葉西青色申告会

郵便局郵便局

JR総武線　至千葉至津田沼

至京成津田沼 至京成千葉

至国道14号線 京成電鉄千葉線

幕張中学校幕張中学校

中央分離帯

神社

JA

幕張駅

京成幕張駅

千葉西税務署
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